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【別紙】 

 

１ 当事者の概要 

⑴ Ｘ１（以下「組合」という。）は、肩書地に事務所を置き、首都圏を中心に産業、業種、職

種及び雇用形態の違いを超えて労働者を組織する、いわゆる合同労組であり、本件申立時の

組合員数は33名である。 

⑵ 被申立人Ｙ１（以下「会社」という。）は、肩書地に本拠地を置き、接待飲食店の経営等を

業とする株式会社である。 

 

２ 事件の概要 

令和５年８月１日、Ｘ２と会社とは、業務委託契約（以下、同契約を「本件契約」といい、

本件契約締結時に交わした契約書を「本件契約書」という。）を締結し、Ｘ２は、会社が経営す

る接待飲食店（以下「本件店舗」という。）の従業員として勤務を開始した。 

９月17日、Ｘ２と会社とは、10月17日付けで本件契約を解約する旨の条項を含む業務委託契

約解約書（以下「本件解約書」という。）を交わした。 

６年２月28日、組合は、会社に対し、Ｘ２の組合加入を通知すると共に同人の未払賃金の支

払等を要求事項とする団体交渉の申入れを行った。 

３月26日及び４月16日、組合と会社とは、団体交渉を行った（以下、２回の団体交渉を併せ

て「本件団体交渉」という。）。 

 

３ 主文の要旨 ＜棄却＞ 

本件申立てを棄却する。 

 

４ 判断の要旨 

⑴ 本件団体交渉において、組合は、Ｘ２と会社との間では、本件契約締結時に、令和５年８

月及び９月の賃金支給について、所定の時給単価に1,000円を加算する旨の口頭合意が成立

していた旨を述べたところ、会社は、上記口頭合意の存在を否定しており、当事者間におい

てＸ２の時給単価の加算に関して、見解の相違があったことが認められる。 

この点、本件契約書及び規約書には、上記口頭合意の存在を推認させる記載はないことか

らすると、組合が、団体交渉の場で上記口頭合意の存在を前提とする賃金支給を求めるので

あれば、まずは、組合において上記口頭合意が存在することの根拠を提示する必要があった

というべきである。 

しかし、組合は、６年３月26日の団体交渉において、上記口頭合意を証する根拠として、

Ｘ２と会社との間の会話を録音した音声データが存在することを示唆したにもかかわらず、

その後、４月16日の団体交渉を含め、会社に対し、かかる音声データ又はこれに代わる上記

口頭合意が存在することの根拠を提示していなかったのであるから、本件団体交渉において、

組合は、Ｘ２の時給単価の加算に関する議論を進展させる材料を提示しなかったものとみざ

るを得ない。 

加えて、①会社は、本件団体交渉において、上記口頭合意の存在を否定するとともに、Ｘ

２との間で、５年８月及び９月に時給単価の加算を行うのであれば出勤回数を週３日とする

調整を行うことになる旨を提示し、Ｘ２がこれを断ったため、時給単価の加算に関する合意

には至らなかったとする経緯を述べており、一定程度上記口頭合意の存在を否定する論拠を

提示していたものとみるのが相当であること、②組合は、上記口頭合意の存否について会社

との間で見解に相違があることを認識した上で、上記口頭合意の存否に関する議論が平行線

である旨を述べており、上記口頭合意の存在に関して、より具体的な根拠に基づく主張を行

っていたとまではいえず、これによりＸ２の時給単価の加算に関する議論が進展しなかった
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と考えられることを併せて考慮すれば、本件団体交渉における、Ｘ２の時給単価の加算に関

する会社の対応が不誠実であったとまではいえない。 

⑵ 本件団体交渉において、組合は、本件解約書にはＸ２と会社との契約期間が10月17日まで

である旨が明記されているにもかかわらず、会社は、９月17日付けで本件契約を即日終了さ

せた旨を述べたところ、会社は、９月17日付けで本件契約を即日終了させたことを否定する

とともに、同日以降Ｘ２が自主的に出勤を行わなかった旨を述べており、Ｘ２の退職経緯に

ついて、当事者間に見解の相違があったことが認められる。 

本件団体交渉において、会社は、組合に対し、本件契約の解約に際してＸ２が退職の意思

を示したことを裏付ける資料として、Ｘ２と本件店舗の店長との会話を録音した音声データ

を開示しており、上記音声データによれば、本件店舗の店長が、Ｘ２に対し、基本時給の加

算分が支給されないことを第三者に相談した行為は本件店舗に対する不利益行為に該当し、

規約書違反になる旨を述べた後に、Ｘ２が、本件店舗の店長に対して「私はいつ辞めるのか

っていうその退職のやつを書くために判子持ってきたんで、その書類出してください。私は

この状態で１か月もいたくないんです。いいかげん早く辞めたいのでいつ辞めるのかを知り

たい。」と述べ、その後、９月17日付けで本件解約書が作成されていることが認められるの

であって、かかる経緯に照らせば、会社は、Ｘ２の退職経緯について、具体的な根拠を示す

資料を提示しながら一定程度会社の見解を述べていたものと評価することができる。 

加えて、①組合が、会社に対し、９月17日付けで会社が本件契約を即日終了させたことの

根拠として提示した、９月14日付けの会社からＸ２に対するＬＩＮＥ（以下「本件ＬＩＮＥ」

という。）には、９月18日までのＸ２の勤務シフトが記載されていたものの、上記音声デー

タによれば、本件ＬＩＮＥの送信時点で、Ｘ２と会社との間で本件契約を解約することは想

定されていなかったとみるのが相当であり、本件ＬＩＮＥは９月17日付けで会社が本件契約

を即日終了させたとする組合の主張を直接的に裏付ける根拠になるとまでは認め難く、また、

組合も、９月17日付けで会社が本件契約を即日終了させたことについて、本件ＬＩＮＥ以上

に組合の主張を裏付ける具体的な根拠はない旨を述べていたこと、②組合は、会社との間で

Ｘ２の退職経緯について見解に相違があることを認識した上で、Ｘ２の退職経緯に関する議

論が平行線である旨を述べており、Ｘ２の退職経緯に関して、より具体的な根拠に基づく主

張を行っていたとまではいえず、これによりＸ２の退職経緯について議論が進展しなかった

と考えられることを併せて考慮すれば、本件団体交渉における、Ｘ２の退職経緯に関する会

社の対応が不誠実なものであったとまでは認めることができない。 

⑶ 上記⑴及び⑵に加え、①会社は、本件団体交渉において、本件会社発言を行っており、こ

れは組合に対する不穏当な発言であると認められるが、かかる発言により本件団体交渉の円

滑な進行が妨げられたとまでは評価することができないこと、②会社が、Ｘ２に対し、本件

契約締結時に、規約書の一部を交付していなかった点は、会社として決して望ましい対応で

あったとはいえないが、本件団体交渉では、規約書のうちＸ２に交付していなかった部分を

提示しながら、会社が認識する、Ｘ２の時給単価について説明を行っていたこと、③会社は、

６年３月26日の団体交渉終了後、速やかにＸ２の支払調書を組合に送付しており、本件団体

交渉における合意事項を履行しているといえること、④会社は、組合からの解決案の提示要

求について、３月26日の団体交渉では、前提事実の認識を理由として組合との間で合意達成

に消極的な姿勢を見せていたものの、４月16日の団体交渉においては一定の譲歩の姿勢を示

しており、本件団体交渉を通じて組合との間で合意達成を模索する姿勢を欠いていたとまで

はいえないことがそれぞれ認められる。 

⑷ 以上のことから、本件団体交渉における会社の対応は不誠実な団体交渉に当たるとまでは

いえない。 

 

５ 命令書交付の経過  
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⑴ 申立年月日      令和６年７月22日 

⑵ 公益委員会議の合議 令和７年６月17日 

⑶ 命令書交付日    令和７年８月15日 


